
勤続年数 ６ヶ月 １年６ヶ月 ２年６ヶ月 ３年６ヶ月 ４年６ヶ月 ５年６ヶ月 ６年６ヶ月以上 

付与日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

週所定 
労働日数 

年間所定 
労働日数 

勤続年数 

６ヶ月 １年６ヶ月 ２年６ヶ月 ３年６ヶ月 ４年６ヶ月 ５年６ヶ月 ６年６ヶ月以上 

４日 １６９～２１６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日 

３日 １２１～１６８日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日 

２日 ７３～１２０日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 

１日 ４８～７２日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 

1年で 5日の年次有給休暇を与え、実際に休ませる事が義務化された。 

（年 10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して）※上記に違反すると会社は 30万円以下の罰金。 

※休んでも賃金の保障がされます！ 

正社員・パート・アルバイトを問わず、 

①入社から６か月間継続勤務し、②その期間の全労働日の８割以上出勤していれば、 

雇い主は１０日の年次有給休暇を付与しなければなりません。 

労働者は自由に時期を指定して休むことができます。 

休みたい時に「有給休暇を取ります！」と言えば休める！年次有給休暇は労働者の権利です！ 

 

※所定労働日数の少ない労働者についての付与日数は表 2を参照 

[表１ 年次有給休暇の付与日数（一般の労働者）] 

[表２ 年次有給休暇の付与日数（週所定日数が 4日以上かつ、週所定労働時間が 30時間未満の労働者）] 

 

例１ これまで「休日」としていた日を、労働日に変更し、その日を有休の取得としてしまう方法。 例えば、

土日と祝祭日が休日だったのを、就業規則を変更して、祝祭日のうち５日を労働日に変えて、有休とするやり

口。 これでは結局、労働者の休みは増えず、休める権利である有休５日分が「食われた」ことになり、不利

益変更になります。 職場に労働組合がないと経営者に勝手に変更されてしまいます。 

例２  夏季休暇や年末・年始休暇など、これまで「休暇」としていた日を就業規則を変更して取りやめ、それ

らを５日分を有休として指定するやり口です。 これも同様に、労働者が権利として持っていた休暇が減らさ

れる不利益変更であり、休める権利であった有休５日分が「食われた」ことになります。   

全国一般長崎合同労組          長 崎 地 区 労    
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 長崎市桜町９－６ 一般財団法人長崎地区労働福祉会館２Ｆ 
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